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低入札契約に伴う入札参加制限対象の拡大について 
 
 
 
 交通局では，平成２１年６月以降，低入札価格調査を経て契約を締結した場

合は，当該工事が完了するまで（ただし，一年間を限度として）同一種目の工

事の入札に参加できないこととしています。 
 当該措置につきまして，今後（平成２４年１月以降に公告するもの）は，対

象をこれまでの単独入札のみならず，JV（共同企業体）による入札にも拡大す

ることとしましたのでお知らせします。 
 なお，下記のとおりの適用となりますので御留意ください。 
 
 

記 
 
 
 ○ 単独で低入札契約 ⇒ 単独入札及び JV 入札いずれにも参加を制限 
 
 ○ JV の構成員として低入札契約 ⇒ 単独入札及び JV 入札のいずれにも 
                   参加を制限 


